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気象警報発令時の学校園の対応について 

-令和 8年 5月 29日からの防災気象情報の変更について- 
平素は、本校教育活動にご理解・ご協力をいただきありがとうございます。 
このたび、気象庁等のおいて、令和 8 年 5 月 29 日より新たな防災気象情報の運用が開

始されます。これに伴い、警報等の名称や表現方法が一部変更されています。 
学校園では、これまで通り児童の安全を最優先に対応してまいりますので、下記の内容に

ついてご確認くださいますようお願いいたします。 

記 

1. 防災気象情報の主な変更点 
 

① 大雨・氾濫・土砂災害・高潮の警報など、レベルの数字
をつけて発表 

市町村等が発表する避難情報や市民がとるべき避難行動との対応が分かりやすくなるとして、

変更されました。 

学校園が臨時休業となる警報等は 

３つのレベル（警報・危険警報・特別警報）で発表されます。 
学校園の対応は、レベル３～５まで同一の対応となります。 

 

② 警戒レベル・避難情報等と市民がとるべき避難行動 
            ～ 広報きしわだ 令和８年５月号 ～ 

 

 

 

 

 

 

 

③ 洪水警報が廃止され、氾濫警報が新設されました 
（河川の区分に応じて、警報が異なります） 
岸和田市の場合、氾濫警報として発令されるのは牛滝川のみで、他の河川（春木川（轟川）・津田

川）は大雨警報（河川氾濫・土砂災害・浸水被害）として発表されます。 

 

警戒レベル 避難情報等 気象情報 取るべき行動 

５相当 緊急安全確保 レベル５（特別警報） 命の危険 直ちに安全確保！ 

警戒レベル４までに必ず避難！！ 

４相当 避難指示 レベル４（危険警報） 危険な場所から全員避難 

３相当 高齢者等避難 レベル３（警報） 避難に時間を要する人は早めに避難、避難準備など 



 

2. 気象警報発令時の学校園の対応 

 

 

泉州地方または岸和田市に暴風警報・暴風特別警報・暴風雪警報・暴風雪特別警報、大雨

警報、氾濫警報に関するレベル 3～5の警報が午前 7時の時点で発令されている場合や、

始業時刻（午前 8 時 30 分）までに発令された場合は、学校園は臨時休業となります。児

童・園児を登校させないようにお願いいたします。すでに学校・園に登校園している児童・

園児につきましては、すぐに下校となります。また、学校園への電話でのお問い合わせはご

遠慮願います。 

午前８時 30分以降に上記の警報が発令された場合は、授業を中止し、児童・園児の安全

を確保した上で、緊急一斉下校または保護者への引き渡しを行います。その場合はテトル

（tetoru）にて配信いたします。警報発令の時刻によっては、給食を食べずに下校させる場

合があります。また、学校の被害状況によっては、学校独自で臨時休業になる場合もありま

す。その場合もテトル（tetoru）にてご連絡いたします。 

なお、臨時休業、授業中止となった場合は、チビッコホームも同様の措置となります。 

皆様のご理解・ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。 


